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国立大学法人大阪大学役員会（平成２７年度 第８回）議事要旨 

日  時  平成２７年１２月２１日（月） ９：３５～９：３９ 

場  所  総長室 

出 席 者  西尾総長、三成、小林、八木、小川、星野、吉川、工藤、大木 各理事 

オブザーバー  関監事 

欠 席 者  内藤監事（オブザーバー） 

○ 前回議事要旨の確認

事前に配付している第７回役員会（１１月２４日開催）の議事要旨（案）について、特段の意

見があれば１２月２５日（金）までに総務企画部 総務課 企画調整係へ提出のうえ確定させるこ

ととした。（なお、同日までに意見の提出はなく、原案のとおり確定した。） 

【審議事項】 

１．平成２７年度学内資金貸付申請について 

理学研究科から申請のあった学内貸付申請について、審議の結果、これを承認した。 

２．就業規則の一部改正について 

  「国立大学法人大阪大学任期付年俸制教職員(特任等教職員)給与規程」 

「国立大学法人大阪大学任期付嘱託職員等給与規程」 

「国立大学法人大阪大学非常勤職員(短時間勤務職員)給与規程」 

「国立大学法人大阪大学非常勤職員(定時教育研究等職員)給与規程」 

「国立大学法人大阪大学非常勤職員(短時間教育研究等職員)給与規程」  

１１月１９日開催の経営協議会及び１２月１６日開催の教育研究評議会において承認された

職務給制度としている非常勤職員、特任等教職員等の給与額改定に係る就業規則の一部改正に

ついて、審議の結果、これを承認した。 

次年度から、役員会開始時間を 9 時とし、役員連絡会についても 9 時開始を検討することとした。 

次回定例役員会は、平成２８年１月２５日（月）に開催することとした。   

以上 


